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令和８年度大甕・太田地区学校適正化協議会における 

協議内容等について 

 

１ 令和８年度の協議会の全体像について 

   令和８年度中の協議では、再編後の学校種や学校位置等を記載した 

「学校再編計画」の案を決定するところまで、検討を進めたいと考えています。 

   そのため、以下のようなイメージで検討を進めたいと考えています。 

 

①フェーズ１（大甕・太田地区学校適正化検討協議会） 

検討内容 目標検討期限 

○大甕・太田地区学校適正化の方向性について 

○学校再編計画（骨子）案について 

令和８年１０月 

⇒これらの検討内容がまとまったら、令和８年１１月から次のフェーズに移行し、 

再編にあたっての具体的な内容について検討開始。 

 

②フェーズ２（（仮称）大甕・太田地区義務教育学校設立検討準備協議会） 

検討内容 目標検討期限 

○学校再編計画（素案）について 

（基本方針：学校種、学校位置等・・・） 

（その他検討事項：通学区域等・・・） 

令和９年３月 

 

○具体的な各月の協議内容は「２ 各協議会の協議内容等について」のとおり。 
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２ 各協議会の協議内容等について 

⑴第 1 回検討協議会（6/24） 

①趣旨 

R８新体制での協議となることから、学校適正化の全体像とこれまでの

経過を理解してもらい、委員それぞれが大甕・太田地区学校適正化の

方向性を考えてもらう契機とする。 

➁内容 
・委員委嘱、自己紹介 

・R７学校適正化の経過と今後の流れ説明 

③目的 

ゴール 
・学校適正化に係る意見の共有（委員それぞれの考えの共有） 

⑵第 2 回検討協議会（7/30） 

①趣旨 
市の方針と他の方向性を比較して、義務教育学校が適しているかの

検討を行う。 

➁内容 ・市の方針と適正化計画で示している統合モデルとの比較検証 

③目的 

 ゴール 

・学校適正化の方向性に係る意見の共有 

※比較した結果、どの方向性で検討するか決定できると良い。 

  第２回での決定が難しければ次回以降も検討。 
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⑶第３・4 回検討協議会（8/27、9/30） 

①趣旨 
事務局で作成した学校再編計画（骨子）案について委員から意見

を求め、必要に応じて案に反映する。 

➁内容 ・学校再編計画（骨子）案の説明 

③目的 

 ゴール 

・学校コンセプト・イメージの共有 

・基本方針（学校種、学校位置、目標開校年度）の協議 

・その他必要な検討事項に不足がないか意見聴取 

 

⑷第５回検討協議会（10/29） 

①趣旨 
地区懇談会の結果を踏まえた学校再編計画（骨子）修正案を説明

し、大甕・太田地区学校適正化の合意形成を図る。 

➁内容 ・学校再編計画（骨子）修正案の説明 

③目的 

 ゴール 

・懇談会で出た意見等を踏まえて大甕・太田地区学校適正化（義務

教育学校、小規模特認校）の方向性を決定 

・検討結果の報告 

 

⑸第 1・2 回協議会（11/2６、12/17） 

①趣旨 
学校再編計画（素案）について説明し、基本方針や検討事項等に

ついて協議、方向性を決定する。 

➁内容 
基本方針として学校種、学校位置、目標開校年度について、その他の

検討事項として通学区域、児童クラブの位置等について協議。 

③目的 

 ゴール 

・学校再編計画（素案）に対する意見交換 

※反映する必要がある意見あれば計画案を修正 
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⑹第３回協議会（3/16） 

①趣旨 専門部会の委員構成等について検討協議を行う。 

➁内容 専門部会の委員構成について説明。 

③目的 

 ゴール 
・R9 以降具体的な開校に向けて検討体制の共有。 

 


